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みぞばた ひろ と まつもと ひで き

　私は、甲社を経営している社長です。

　決算日に、段ボール等の包装材料が未使用のまま相当数残りました。決算にあたってどうしたらよいでしょうか？

　消耗品について使わず残っているものは、商品等の棚卸資産と同様、決算日にその数量を確認し、棚卸資産（貯蔵品）

として計上する必要があります。

　なお、包装材料等のうち一定の要件を満たす消耗品については、棚卸資産に計上せずに購入時の損金として処理するこ

とができます。ただし、課税上弊害があると認められる場合には、購入時の損金処理が認められません。

　法人税法上、決算日に棚卸しをして貸借対照表に計上しなければならない資産（棚卸資産）は、次に掲げる資産とされています。

公認会計士・税理士　溝端浩人
税理士　松本栄喜第16回 包装用の段ボールも在庫計上？

１　棚卸資産の範囲

⑴　原則

　消耗品については、その消耗品を消費した日の属する事業年度の損金に算入することとされているため、決算日に未使用のまま残って

いるものは資産に計上する必要があります。

⑵　例外

　包装材料、事務用消耗品、作業用消耗品、広告宣伝用印刷物及び見本品等のうち次の要件を満たす消耗品については、購入時の損金

（製造原価に該当するものは製造原価）として処理することができます。

2　消耗品の取扱い

平成30年4月 平成30年4月

　収入印紙や郵便切手等はその性格が金銭と同一であると考えられることから、実際に使った分だけを損金に算入し、

事業年度末の未使用分は資産（貯蔵品）に計上する必要があります。

収入印紙や郵便切手等の取扱い

① 毎年概ね一定数量購入していること

② 毎年経常的に消費するものであること

③ この処理方法を継続して適用すること

池上　裕美（特定社会保険労務士）
平成18年3月大手会計系コンサルティング会社に入社。同年9月にグループ内の社会保険労務士法人代表社員に就任。
平成26年１月社会保険労務士法人ミライガのパートナーに就任。
労務トラブルの解決、労働基準監督署の調査対応、人事労務コンサルティング、セミナー講師等を中心に活動中。
（社会保険労務士法人ミライガ　http://miraiga.net/）
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平成30年１月から変更された労働者募集時のルール
　人手不足が叫ばれる中、事業主はより良い人材を求め、労働者の募集をしているかと思います。平成29年３月31日に成立した「改正職業安定法」
では、職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化のため、労働者を募集する際のルールを変更しています（平成30年１月施行）。

１　労働条件の明示
❶　事業主は、ハローワーク等に求人申込みをする際には、少なくとも下記の労働条件を書面の交付等によって明示する必要があります。

❷　やむを得ない場合には労働条件の一部を別途明示することも可能ですが、原則として、最初に求職者と接触する時までに、全ての労働条件を
明示すべきとされています。
❸　労働条件の明示に当たっては、主に下記の職業安定法に基づく指針等を遵守する必要があります。
•　明示する労働条件を虚偽又は誇大な内容としない。
•　有期（期間の定めのある）労働契約が試用期間としての性質を持つ場合、試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示しなければ
ならない。
•　労働条件変更の可能性がある場合は、その旨を明示し、実際に変更された場合は速やかに知らせるよう配慮する。

　労働条件の変更の明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切な場合（虚偽の内容、明示が不十分な場合）には、行政による指導や
改善命令、勧告、企業名公表、罰則等の対象となる場合があるので注意が必要です。
　事業主は改正内容を十分に理解するとともに、募集人材の役割、想定している人件費予算等をより具体的にイメージして、雇用のミスマッチ防止
につなげていきましょう。

３　変更後の労働条件の明示方法と留意点
❶　変更後の労働条件の明示は、求職者が適切に理解できるような方法で行わなければなりません。明示の方法は下記の①が望ましいとされてい
ますが、②の方法による明示も可能です。

特定社会保険労務士

池上裕美

❷　労働条件変更の明示に当たっては、主に下記の職業安定法に基づく指針等に留意が必要です。
•　労働者が変更内容を認識し、労働契約を締結するか否かを考慮する時間が確保されるよう、可能な限り速やかに変更を明示する。
•　求職者より変更した理由を質問された場合は、適切に説明を行う。
•　労働条件を変更した後も継続して労働者募集を行う場合は、その募集要項等についても必要に応じて修正等を行う。

①　当初の明示事項と、変更になった事項の照らし合わせができる書面を交付する方法
②　労働条件通知書において、変更事項に下線を引いたりマーカー等で着色する方法や、脚注をつける方法

２　労働条件変更の明示（職業安定法改正により新設されました）
　労働者募集時に明示した労働条件が、雇い入れ時に締結する労働条件と異なる場合等には、異なる事項を明確にして、求職者に可能な限り速や
かに明示しなければなりません。具体的には、下記のような場合には変更の明示が必要となります。

　ただし、包装材料や事務用消耗品等であっても、その額が相対的に多額で、しかも毎年度末の在庫に相当の増減があるため、資産計上

を省略することにより課税所得に与える影響が大きく、課税上弊害があると認められる場合には、資産計上しなければなりません。

① 商品又は製品（副産物及び作業くずを含む）

② 半製品

③ 仕掛品（半成工事を含む）

④ 主要原材料

⑤ 補助原材料

⑥ 消耗品で貯蔵中のもの

⑦ 上記①～⑥までに掲げる資産に準ずるもの

※　今回の改正により追加等された事項

(派遣労働者として雇用する場合)※ 雇用形態：派遣労働者
募集者の氏名又は名称※ 〇〇株式会社
加入保険 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険

(時間外労働の有無に関わらず､一定
の手当を支給する制度（いわゆる固
定残業代）を採用する場合)※

①　基本給　××円（②の手当を除く額）
②　□□手当（時間外労働の有無に関わらず、〇時間分の時間外手当として△△円を支給）
③　〇時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

賃金 月給20万円（ただし、試用期間中は月給19万円）
(裁量労働制を採用している場合)※ ｢企画業務型裁量労働制により、〇時間働いたものとみなす｡」
時間外労働 あり（月平均20時間）
休日 土日、祝日
休憩時間 12：00 ～ 13：00
就業時間 9：00 ～ 18：00
就業場所 本社（〇県〇市〇-〇）又は△支社（△県△市△-△）
試用期間※ 試用期間あり（３か月）
契約期間 期間の定めなし
業務内容 一般事務

記載が必要な項目 記　載　例

①　当初の明示と異なる労働条件を提示する場合 当初：基本給30万円／月　　　　　　　　　➡　基本給28万円／月
②　当初の明示で基本給等に幅を持たせ、その範囲内で労働条件を特定
　した場合 当初：基本給25万円～30万円／月　　　　　➡　基本給28万円／月

③　当初明示していた労働条件を削除する場合 当初：基本給25万円、営業手当３万円／月　➡　基本給25万円／月
④　当初明示していなかった労働条件を新たに提示する場合 当初：基本給25万円／月　➡　基本給25万円、営業手当３万円／月

〈例〉


